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新
旧
対
照
表

○
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

797

797

ウ
シ
由
来
弁
付
人
工
血
管

（
新
規
）

798

冠
動
脈
カ
テ
ー
テ
ル
交
換
用
カ
テ
ー
テ
ル

（
新
規
）

799

中
心
循
環
系
動
静
脈
カ
ニ
ュ
ー
レ

（
新
規
）

800


